
                               

                               

                               

                               

自 衛 官 等 募 集 
募集種目 募 集 資 格 受付期間 試験日 

予備 

自衛官補 

一般（18歳以上、34歳未満） 

４月３日まで 
４月12日～15日 
（いずれか一日を指定）技能（各種国家資格を有する方）18歳以上、53

歳未満～55歳（資格により年齢が違います。）

自衛隊 

幹部候補生 

・20歳以上、26歳未満 

・22歳未満の方は大卒（見込含） 
4月26日まで 6月11日～14日 

▼問い合わせ／自衛隊新庄地域事務所 ☎（２２）５０５７ 

細⻑い体型で、下あごが⻑く突き出してい
るのが特徴。海⾯を群れをなして泳ぐ。 

やまがたの海水魚「サヨリ」 

Ｎｏ．３９１

平成２６年 

３月１４日号 広  報 

 

 

 

 

国内に住む全ての方は、20 歳になった時から

国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務

付けられます。しかし、大学や専門学校などに通

う学生の方には、在学中の保険料の納付を猶予す

る「学生納付特例制度」があります。納付が困難

な方はこの制度をご利用ください。 

ただし、将来、受け取る年金額を減らさない

ためには、10 年以内に保険料を納付する必要

があります。 

▼申請先／住民登録をしている 

市町村の役場や年金事務所 

▼持ち物／年金手帳、印鑑、 

学生証または在学証明書の写し 

▼その他／毎年、申請が必要です。 

▼問い合わせ／舟形町税務福祉課福祉国保班 

        ☎（32）2111（内線 33６） 

 

 
 
 「学童保育所」は、保護者への子育て支援と児童の

健全育成を目的に、保護者が仕事等で昼間家庭にいな

い児童に対し、放課後に適切な遊びや生活の場を提供

しています。 

 利用を希望する方は、申込みが必要です。 
 
▼利用期間／平成 26 年4 月 1 日～ 

平成 27 年3 月 31 日 

▼開所時間／平 日…放課後～午後６時 

      土曜日…午前８時 30 分～午後５時 

      長期休業及び学校代休日… 

午前８時 30 分～午後６時 

▼閉所日／日曜日及び祝祭日  ▼利用料／無料 

▼対  象／小学 1 年～４年生までの労働等により 

昼間に保護者がいない家庭の児童 

▼申込み・問い合わせ／ 

舟形町中央公民館 ☎（３２）２２４６ 

    舟形町学童保育所 ☎（３２）２１２６ 



 
国
家
公
務
員
採
用
試
験 

 

国
家
公
務
員
採
用
試
験
（
大
学

卒
業
程
度
）
を
実
施
し
ま
す
。 

▼
申
込
み
期
間
・
第
１
次
試
験
日
／ 

○
総
合
職
試
験
（
院
卒
・
大
卒
） 

ネ
ッ
ト
申
込
み
：
４
月
１
日
～
８
日 

第
１
次
試
験
：
４
月
27
日
（
日
） 

○
一
般
職
試
験
（
大
卒
程
度
） 

ネ
ッ
ト
申
込
み
：
４
月
９
日
～
21
日 

第
１
次
試
験
：
６
月
15
日
（
日
） 

▼
そ
の
他
／
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
申
込
み
で
き
な
い
場
合
は
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

人
事
院
東
北
事
務
局
第
二
課 

☎
０
２
２
（
２
２
１
）
２
０
２
２ 

http://www.jinji.go.jp/ 

saiyo/saiyo.htm 

 

労
働
基
準
監
督
官
採
用
試
験 

 

労
働
基
準
監
督
官
採
用
試
験 

（
大
学
卒
業
程
度
）
を
実
施
し
ま
す
。 

▼
申
込
み
期
間
・
第
１
次
試
験
日
／

ネ
ッ
ト
申
込
み
：
４
月
１
日
～
14
日 

郵
送
・
持
参
：
４
月
１
日
～
２
日 

第
１
次
試
験
：
６
月
８
日
（
日
） 

▼
そ
の
他
／
受
験
資
格
な
ど
に
つ
い

て
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

新
庄
労
働
基
準
監
督
署 

☎
（
22
）
０
２
２
７ 

http://www.jinji-shiken.g

o.jp/juken.htm 

 

国
税
専
門
官
採
用
試
験 

 

国
税
専
門
官
採
用
試
験
（
大
学

卒
業
程
度
）
を
実
施
し
ま
す
。 

▼
ネ
ッ
ト
申
込
み
受
付
期
間
／ 

４
月
１
日
～
14
日 

▼
試
験
日
／
６
月
８
日
（
日
） 

▼
そ
の
他
／
受
験
資
格
な
ど
に
つ

い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課 

☎
０
２
２
（
２
６
３
）
１
１
１
１ 

https://www.nta.go.jp/soshik

i/saiyo/saiyo02/02.htm 

 

東
北
地
区
国
立
大
学
法
人
等 

職
員
採
用
試
験 

 

国
立
大
学
法
人
等
職
員
採
用

試
験
を
実
施
し
ま
す
。 

▼
申
込
み
期
間
・
第
１
次
試
験
日
／ 

ネ
ッ
ト
申
込
み
：
４
月
１
日
～
15
日 

第
１
次
試
験
：
５
月
18
日
（
日
） 

▼
試
験
地
／
弘
前
市
、
盛
岡
市
、

仙
台
市
、
秋
田
市
、
山
形
市
、
福

島
市
の
中
か
ら
１
都
市
選
ん
で

受
験
（
試
験
会
場
は
受
験
票
に
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。） 

▼
受
験
資
格
／
昭
和
59
年
４
月

２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

東
北
地
区
国
立
大
学
法
人
等 

職
員
採
用
試
験
事
務
室 

☎
０
２
２
（
２
１
７
）
５
６
７
６ 

http://www.bureau.tohoku.

ac.jp/shiken/ 

 

県
北
歌
謡
グ
ラ
ン
プ
リ
・ 

県
シ
ニ
ア
歌
謡
選
手
権
大
会 

 

▼
日
時
／
４
月
13
日
（
日
） 

午
前
９
時
～ 

▼
場
所
／ 

鮭
川
村
農
村
交
流
セ
ン
タ
ー 

▼
入
場
料
／
１
，０
０
０
円 

▼
部
門
／
①
一
般
の
部 

②
シ
ニ
ア
の
部
③
振
興
会
の
部 

▼
ゲ
ス
ト
／
山
形
県
歌
謡
振
興
会

歴
代
グ
ラ
ン
ド
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

最
北
歌
謡
振
興
会 

溝
口 

☎
（
23
）
７
４
３
３ 

鮭
川
村
歌
謡
振
興
会 

安
彦 

☎
（
55
）
２
６
８
０ 

 

 

実
践
型
地
域
雇
用
創
造
事
業 

「
人
材
育
成
講
座
」 

  

よ
り
多
く
の
方
に
ア
ピ
ー
ル

で
き
る
商
品
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
と
、

対
面
販
売
を
学
ぶ
講
座
を
開
催

し
ま
す
。 

▼
日
時
／
①
３
月
27
日
（
木
） 

午
後
２
時
～
４
時
30
分 

②
３
月
28
日
（
金
） 

午
前
９
時
30
分
～
正
午 

▼
場
所
／
新
庄
市
民
プ
ラ
ザ 

▼
内
容
／ 

①
座
学
…
商
品
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

を
学
ぶ 

②
実
践
…
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
と
対

面
販
売 

▼
講
師
／
Ｐ
ｕ
ｒ
ｅ 

Ｈ
ｅ
ａ
ｒ
ｔ 

代
表 

池
松 

美
千
代 

氏 

▼
対
象
／
最
上
地
域
に
お
住
ま

い
で
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
や
対
面
販

売
を
学
び
、
就
職
活
動
に
役
立
て

た
い
方
な
ど
。 

▼
定
員
／
各
回
と
も
30
名 

▼
費
用
／
無
料 

▼
〆
切
／
３
月
18
日
（
火
） 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

最
上
地
域
雇
用
創
造
推
進
協
議
会 

☎
（
23
）
６
２
１
２ 

 

                               

 平成25年度交付の鍼灸マッサージ券・高齢
者タクシー券をまだ受け取っていない方は、
来年度分の自動継続がされません。再度申請
が必要となりますのでご注意ください。 

▼問い合わせ／舟形町税務福祉課福祉国保班 

       ☎（32）2111（内線342） 

平成26年4月1日から作成される「金銭または有価証券の受

取書」等について、記載された受取金額が「３万円未満のもの」

から「５万円未満のもの」が非課税と、範囲が拡大されます。 

「金銭または有価証券の受取書」とは金銭などの引渡しを受け

た方が、その受領事実を証明するために作成した証拠証書です。

また、「領収書」「受取書」「レシート」のほか、請求書や納品書な

どに「代済」などと記入したものも受取書に該当します。 

▼問い合わせ／新庄税務署☎（22）5111 



 

 

 
 
 
 
Ａ．第１号被保険者（６５歳以上）の保険 
料率は政令で定める算定基準に従い、町が 
条例で３年に１度設定します。 
みなさんの申告により、それぞれの所得 

を把握し、所得段階に応じて右表の保険料 
率の基準に当てはめ保険料を算定し賦課し 
ます。 
※未申告である場合、適正な算定になりま 
せんので必ず住民税申告してください。 

       
Ａ．収入金額から、必要経費に相当する金 
額を控除した金額のことで、扶養控除や医 
療費控除などの所得控除する前の金額です。 
収入の種類により計算方法が異なります。 

 
みなさんが納める保険料は、介護保険 

を運営していくための大切な財源です。 
介護保険のサービスが必要になったとき 
に安心して利用できるよう保険料は必ず 
納めましょう。 

 

 

 

 

                               

                               

                               

                               

                               

Ｑ 介護保険料はどのように決まるの？ 

Ｑ 合計所得金額って何？ 

所得

段階
対 象 者 

基準額に 

対する 

比率 

平成２４～ 
２６年度 
保険料 

月額 

第１

段階

生活保護を受けている方、老齢福祉
年金の受給者で世帯全員が住民税
非課税の方 

0.50 2,500円

第２

段階

世帯全員が住民税非課税で、課税対
象となる年金収入額＋合計所得金
額が８０万円以下の方 

0.50 2,500円

第３

段階

世帯全員が住民税非課税で、第２段
階に該当しない方 

0.75 3,750円

特例

第４

段階

世帯に住民税課税者がいる住民税
非課税の方で、課税対象となる年金
収入額＋合計所得金額が８０万円
以下の方 

0.90 4,500円

第４

段階

本人が住民税非課税で、世帯に住民
税課税者がいる方で特例４段階に
該当しない方 

1.00 5,000円

第５

段階

本人が住民税課税で、合計所得金額
が１２５万円未満の方 

1.15 5,750円

第６

段階

本人が住民税課税で、合計所得金額
が１２５万円以上１９０万円未満
の方 

1.25 6,250円

第７

段階

本人が住民税課税で、合計所得金額
が１９０万円以上４００万円未満
の方 

1.50 7,500円

第８

段階

本人が住民税課税で、合計所得金額
が４００万円以上の方 

1.70 8,500円

▼問い合わせ／ 
 舟形町税務福祉課健康介護班 
  ☎（３２）２１１１（内線３５５） 



2 歳児歯科検診：４月 16 日（水） 
▼対 象／平成 24 年 3・4・5 月生まれ 

▼場 所／保健センター1 階予診室 

▼時 間／午後１時まで集合 

▼内 容／歯科検診、フッ素塗布、身体計測 

▼持ち物／母子健康手帳、問診票、歯の健康手帳 

１歳児健診：４月 16 日（水） 
▼対 象／平成 25 年 3 月生まれ 

▼場 所／保健センター2 階講習室 

▼時 間／午後１時まで集合 

▼内 容／歯科検診、フッ素塗布、身体計測 

▼持ち物／母子健康手帳、フッ素塗布申込書 

乳児健診：４月 22 日（火） 
▼対 象／平成 25 年６・７・12 月、平成 26 年１月生まれ 

▼場 所／保健センター1 階予診室 

▼時 間／午後１時まで集合 

▼内 容／小児科医師の診察、身体計測、月齢ごとのお話 

▼持ち物／母子健康手帳 

保健センターだより        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健事業のお知らせ（平成２６年４月分） 

定期健康相談：４月７日（月）・21 日（月）  
母子健康手帳の交付、一般健康相談（血圧測定、健診結果につ

いて）など。指定日に都合の悪い方は事前にご連絡ください。 

★税務福祉課健康介護班③窓口にお越しください。 

歯科検診とフッ素塗布：４月 16 日（水） 
▼対 象／平成 23 年 12 月、平成 24 年 1・2 月生まれ 

▼場 所／保健センター2 階講習室 

▼時 間／午後 1 時 30 分まで集合 

▼持ち物／歯の健康手帳 
▼問い合わせ／舟形町役場税務福祉課健康介護班 

     ☎（３２）２１１１（内線３５１・３５３） 

○人間ドック／最上検診センター：4 月 30 日（水） 

▼受付時間：午前７時～７時３０分 

  
 
 
 

 
 
まだまだ寒い日が続いています。 
風邪やインフルエンザに注意が必要です。 
感染予防のポイントを参考に予防に努めましょう！！ 

 
≪感染症予防のポイント≫ 

 ○人混みを避け、外出先から戻ったら「手洗い」「うがい」をする。 

 ○「かかったら広げない」を年頭に、まわりの人への配慮をする。 

（かかってしまったら無理せず休む。咳エチケットの慣行。） 

 ○適切なマスクを着用する。 

（鼻すじにぴったりフィットするものを選ぶ。鼻を出さないよう着用する。） 

 ○栄養・休養をとり、感染症に負けない丈夫な体を作りましょう。 

インフルエンザは予防から  

～まめにマスク、まめに手洗い～ 


	3月14日 391号
	H26.3月号保健センターだより

